
​札幌市衛生研究所　排ガス処理装置フィルタ交換業務仕様書​

​１　業務内容​
​　札幌市衛生研究所にある乾式排ガス処理装置の活性炭フィルタ及びプレフィルタを交換す​
​る。​

​２　業務場所​
​　札幌市衛生研究所４階機械室​
​　（札幌市白石区菊水９条１丁目５-22）​

​３　業務対象​
​（1）乾式排ガス処理装置　SC-5（㈱ダルトン社製　CLH-80）​
​（2）乾式排ガス処理装置　SC-8（㈱ダルトン社製　CLH-80）​
​（3）乾式排ガス処理装置　SC-7（㈱ダルトン社製　CH-15）​

​４　交換部品等​
​　下記フィルタ類については、受託者が新品を用意する。​

​SC-5（CLH-80）用​
​活性炭フィルタ​ ​１組​ ​㈱ダルトン社製​

​プレフィルタ​ ​１組​ ​㈱ダルトン社製​

​SC-8（CLH-80）用​
​活性炭フィルタ​ ​１組​ ​㈱ダルトン社製​

​プレフィルタ​ ​１組​ ​㈱ダルトン社製​

​SC-7（CH-15）用​
​活性炭フィルタ​ ​１組​ ​㈱ダルトン社製​

​プレフィルタ​ ​１組​ ​㈱ダルトン社製​

​５　業務内容​
​　受託者は次の業務を実施すること。​
​（1）既存フィルタの取外し​
​（2）新規フィルタの取付け​
​（3）試運転調整​
​　フィルタ交換後、装置を稼働させ、正常に作動していることを確認すること。​

​６　履行期間​
​　当業務の履行期間は、契約締結の日から令和８年(2026年)３月23日までとする。​

​７　提出書類​
​（1）受託者は業務完了後、速やかに完了届を提出すること。​
​（2）完了届には、作業前後の写真を含む作業報告書を添付すること。​

​８　留意事項​
​（1）作業の実施日は、委託者と協議して決定すること。​
​（2）既存のフィルタについては、汚染が予想されることから、十分注意を払って作業する​
​こと。また、使用済みフィルタは密封梱包し、指定の場所に置くこと。廃棄処分については​
​委託者が行うこととする。​



​（3）業務の遂行に当たって受託者の不注意により生じた故障、破損及び事故等は受託者の​
​責任において処理すること。​
​（4）作業完了後、不具合が生じた場合には、機器の故障状況を確認の上、対処方法を検討​
​し、報告すること。​
​（5）作業に必要となる工具、器具及び消耗品類等については、受託者の負担とする。​
​（6）当該作業にあたり、作業従事者及び職員の安全確保に努めること。​
​（7）市所有の備品を使用する場合は、委託者と協議すること。​
​（8）受託者は、業務の遂行においては、札幌市環境マネジメントシステムに準じ、業務上​
​適用される環境関係法令等を遵守することなどに積極的に取り組み、環境負荷の低減に努め​
​ること。​
​（9）本仕様書に記載のない事項については、委託者と協議の上決定すること。​

​９　担当課​
​　札幌市保健福祉局衛生研究所保健科学課（担当：大和田）​
​　電話　011-841-2341​


